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踏まえ、今回学校法人が作成する計算書類の
一つにキャッシュ・フロー計算書を導入する
ことを提言する」（p.1.）と述べ、学校法人
の経営の実態をより明瞭に説明するため、ま
た、他の会計基準に基づいて作成される財務
書類との比較可能性を高めるため、学校法人
会計にもキャッシュ・フロー計算書を導入す
るという１。
　現在、学校法人が作成しなければならない
計算書類の体系は、１．資金収支計算書、２．
消費収支計算書、３．貸借対照表、及びこれ
らに附属する内訳表、明細表であるが、仮に
提言通りにキャッシュ・フロー計算書が導入
された場合、学校法人が作成する計算書類の
体系は、１．キャッシュ・フロー計算書、２．
消費収支計算書、３．貸借対照表、及びこれ
らに附属する内訳表、明細表となる。現行の
計算書類の体系と、キャッシュ・フロー計算
書が導入された場合の計算書類の体系を比較
すると、表１のようになる。

₁．はじめに

　平成21年４月14日、日本公認会計士協会か
ら学校法人委員会研究報告第13号「キャッ
シュ・フロー計算書導入に係る提言」（以下、

「提言」という。）が公表され、学校法人が作
成する計算書類の一つにキャッシュ・フロー
計算書を導入する旨の提言がなされた。
　「提言」は、「営利企業に限らず非営利事業
体を含めたすべての経営体について、その経
営についての説明責任が当然のこととして求
められている今日、学校法人の経営を担う理
事者がその説明責任を果たす手段の一つとし
て、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第
18号）に基づいて作成される計算書類が利用
されている。しかしながら、現在の学校法人
会計基準には含まれていないが、学校法人の
経営の実態をより明瞭に説明する手段の一つ
としてキャッシュ・フロー計算書の重要性が
いわれている。また、他の会計基準（国立大
学法人会計基準、公益法人会計基準）におい
ても、キャッシュ・フロー計算書が既に導入
されていることもあり、異なる会計基準に基
づいて作成される財務書類の比較可能性を確
保することも重要である。このような状況を
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いるのかを調べてみた。資金収支計算書の様
式は表２、消費収支計算書の様式は表３、い
ずれも大科目のみである。
　資金収支計算書の収入の部では「学生生徒
等納付金収入」、消費収支計算書の消費収入
の部では「学生生徒等納付金」と、科目名の
最後に「収入」という文字がつくかつかない
かという違いだけで、「学生生徒等納付金収
入」と「学生生徒等納付金」は、実質的に同
じものである。表２、表３から明らかなよう
に、資金収支計算書の収入の部と消費収支計
算書の消費収入の部では、学生生徒等納付金
収入と学生生徒等納付金から始まり、手数料
収入と手数料、寄付金収入と寄付金、補助金
収入と補助金、資産運用収入と資産運用収入、
資産売却収入と資産売却差額、事業収入と事
業収入、そして、雑収入と雑収入まで重複し
ている。
　資金収支計算書の支出の部、及び消費収支
計算書の消費支出の部においても、状況は同
じである。資金収支計算書の支出の部では「人
件費支出」、消費収支計算書の消費支出の部
では「人件費」と、科目名の最後に「支出」
という文字がつくかつかないかという違いだ
けで、人件費支出と人件費から始まり、教育
研究経費支出と教育研究経費、管理経費支出
と管理経費、そして、借入金等利息支出と借

　表１から明らかなように、「提言」は、キャッ
シュ・フロー計算書を導入するにあたり、資
金収支計算書を計算書類の体系から除外する
こととしている。その理由については、「資金
収支計算書と消費収支計算書とでは、計上科
目及び計上額が多くの部分で同一であり、重
複感を与えているといった問題点が指摘され
ている。また、キャッシュ・フロー計算書を
新たに導入した場合、資金収支計算書との類
似性が懸念されるところである。」（p.8.）と
述べ、資金収支計算書と消費収支計算書の重
複感、及び、資金収支計算書とキャッシュ・
フロー計算書の類似性のため、資金収支計算
書を学校法人の作成する計算書類の体系から
除外するとしている。
　本稿では、学校法人の作成する計算書類の
一つにキャッシュ・フロー計算書を導入する
という提言について、主に資金収支計算書と
の関係を中心に検討し、キャッシュ・フロー
計算書の導入における課題について述べる。

₂．資金収支計算書と消費収支計算書の
重複感

　資金収支計算書を学校法人が作成する計算
書類の体系から除外する理由の一つにあげら
れている資金収支計算書と消費収支計算書の
重複感について、実際にどの程度、重複して

	 表₁．学校法人が作成する計算書類の体系の比較

現行 キャッシュ・フロー計算書が導入された場合
１　資金収支計算書 １　キャッシュ・フロー計算書
　イ　資金収支内訳表 ２　消費収支計算書
　ロ　人件費支出内訳表 　イ　消費収支内訳表
２　消費収支計算書 　ロ　人件費内訳表
　イ　消費収支内訳表 ⇒ ３　貸借対照表　
３　貸借対照表 　イ　固定資産明細表
　イ　固定資産明細表 　ロ　借入金明細表
　ロ　借入金明細表 　ハ　基本金明細表
　ハ　基本金明細表
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表₂．資金収支計算書の様式（大科目のみ）

　資　金　収　支　計　算　書　
 年　月　日から
 年　月　日まで
  （単位　円）

　収　入　の　部

科　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異

学生生徒等納付金収入

手数料収入

寄付金収入

補助金収入

資産運用収入

資産売却収入

事業収入

雑収入

借入金等収入

前受金収入

その他の収入

資金収入調整勘定

前年度繰越支払資金

収入の部合計

支　出　の　部

科　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異

人件費支出

教育研究経費支出

管理経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

施設関係支出

設備関係支出

資産運用支出

その他の支出

〔予備費〕 （　　　　　）

資金支出調整勘定

次年度繰越支払資金

支出の部合計

【出所】学校法人会計基準「第１号様式（第12条関係）」から作成。
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表₃．消費収支計算書の様式（大科目のみ）

　消　費　収　支　計　算　書　
 年　月　日から
 年　月　日まで
  （単位　円）

　消費収入の部

科　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異

学生生徒等納付金

手数料

寄付金

補助金

資産運用収入

資産売却差額

事業収入

雑収入

帰属収入合計

基本金組入額合計 　△ 　△

消費収入の部合計

消費支出の部

科　　　　目 予　　算 決　　算 差　　異

人件費

教育研究経費

管理経費

借入金等利息

資産処分差額

徴収不能引当金繰入額（又は徴収不能額）

〔予備費〕 （　　　　　）

消費支出の部合計

当年度消費収入超過額（又は当年度消費支出超過額）

前年度繰越消費収入超過額（又は前年度繰越消費支出超過額）

（何）年度消費支出準備金繰入額

（何）年度消費支出準備金取崩額

基本金取崩額

翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度繰越消費支出超過額）

【出所】学校法人会計基準「第４号様式（第23条関係）」から作成。
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₃．資金収支計算書とキャッシュ・フロー
計算書の類似性

　資金収支計算書を計算書類の体系から除外
して、キャッシュ・フロー計算書が導入され
た場合、キャッシュ・フロー計算書と消費収
支計算書との間に重複感があるか否かについ
て調べてみた。提言されているキャッシュ・
フロー計算書のひな型を示すと、表６のとお
りである。
　表６のキャッシュ・フロー計算書と表３の
消費収支計算書を比べてみると、一見して重
複していないことがわかる。確かに、学生生
徒等納付金収入と学生生徒等納付金、手数料
収入と手数料、人件費支出と人件費、教育研
究経費支出と教育研究経費といったように、
キャッシュ・フロー計算書と消費収支計算書
では、計上されている科目自体は、そのほと
んどが同じものであるが、資金収支計算書と
消費収支計算書における関係のように、その
表示順までは重なりあってはいない。キャッ
シュ・フロー計算書では、消費収支計算書と
ほとんど同じ科目が、Ⅰ．事業活動による
キャッシュ・フロー、Ⅱ．施設等整備・投資
活動によるキャッシュ・フロー、Ⅲ．財務活
動によるキャッシュ・フロー、Ⅳ．現金預金
に係る換算差額、Ⅴ．現金預金の増加額（又
は減少額）、Ⅵ．現金預金の期首残高、Ⅶ．
現金預金の期末残高という表示区分に並べ替
えられて表示されており、消費収支計算書と
キャッシュ・フロー計算書との間に重複感は
感じられない４。
　資金収支計算書とキャッシュ・フロー計算
書の類似性について、筆者の目にはおよそ類
似しているようには映らないが、「提言」のい
う類似性が、似かようこと、とか、似ている

入金等利息まで重複している。
　資金収支計算書と消費収支計算書の重複感
についてさらに詳細にみるために、大科目だ
けでなく小科目も含めて比較してみた。収入
の部と消費収入の部については表４、支出の
部と消費支出の部については表５に、それぞ
れ比較形式で科目を配置した。
　表４、表５から一見してわかるように、小
科目も含めてみてみると、資金収支計算書と
消費収支計算書の重複感はさらに増す。網掛
けの重複部分についてみてみると、表４の収
入の部と消費収入の部においては、資金収支
計算書の寄付金収入には現物寄付金は含まれ
ないのに対し、消費収支計算書の寄付金には
現物寄付金が含まれること、資金収支計算書
の資産売却収入には資産の売却にかかる収入
が全額計上されるのに対し、消費収支計算書
の資産売却差額には資産売却収入のうち当該
資産の帳簿価額を超過した金額のみが計上さ
れること、の二点が相違するにすぎない２。
　表５の支出の部と消費支出の部においては、
資金収支計算書の退職金支出には退職金の実
際支払額が計上されるのに対し、消費収支計
算書には退職給与引当金の繰入額が計上され
ること、資金収支計算書の教育研究経費支出
と管理経費支出には減価償却額が計上されな
いのに対し、消費収支計算書の教育研究経費
と管理経費には減価償却額が計上されること、
の二点が相違するにすぎない３。
　「提言」の指摘するとおり、資金収支計算
書と消費収支計算書とでは、計上科目及び計
上額が多くの部分で同一であり、重複感を与
えているといった感は否めない。
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表₄．収入の部と消費収入の部との比較

収入の部（資金収支計算書） 消費収入の部（消費収支計算書）

大科目 小科目 大科目 小科目
学生生徒等納付金収入 学生生徒等納付金

授業料収入 授業料
入学金収入 入学金
実験実習料収入 実験実習料
施設設備資金収入 施設設備資金

手数料収入 手数料
入学検定料収入 入学検定料
試験料収入 試験料
証明手数料収入 証明手数料

寄付金収入 寄付金
特別寄付金収入 特別寄付金
一般寄付金収入 一般寄付金

現物寄付金
補助金収入 補助金

国庫補助金収入 国庫補助金
地方公共団体補助金収入 地方公共団体補助金

資産運用収入 資産運用収入
奨学基金運用収入 奨学基金運用収入
受取利息・配当金収入 受取利息・配当金
施設設備利用料収入 施設設備利用料

資産売却収入 資産売却差額
不動産売却収入
有価証券売却収入

事業収入 事業収入
補助活動収入 補助活動収入
附属事業収入 附属事業収入
受託事業収入 受託事業収入
収益事業収入 収益事業収入

雑収入 雑収入
廃品売却収入 廃品売却収入

借入金等収入
　 長期借入金収入

短期借入金収入
学校債収入

前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
実験実習料前受金収入
施設設備資金前受金収入

その他の収入
（何）引当特定預金からの繰入収入
前期末未収入金収入
貸付金回収収入
預り金受入収入

【出所】学校法人会計基準「別表第１　資金収支計算書記載科目（第10条関係）」、及び「別表第２　消費収支計算
書記載科目（第19条関係）」から作成。
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表₅．支出の部と消費支出の部との比較

支出の部（資金収支計算書） 消費支出の部（消費収支計算書）

大科目 小科目 大科目 小科目
人件費支出 人件費

教員人件費支出 教員人件費
職員人件費支出 職員人件費
役員報酬支出 役員報酬
退職金支出 退職給与引当金繰入額（又は退職金）

教育研究経費支出 教育研究経費
消耗品費支出 消耗品費
光熱水費支出 光熱水費
旅費交通費支出 旅費交通費
奨学費支出 奨学費

減価償却額
管理経費支出 管理経費

消耗品費支出 消耗品費
光熱水費支出 光熱水費
旅費交通費支出 旅費交通費

減価償却額
借入金等利息支出 借入金等利息

借入金利息支出 借入金利息
学校債利息支出 学校債利息

借入金等返済支出 資産処分差額
借入金返済支出 徴収不能引当金繰入額（又は徴収不能額）
学校債返済支出

施設関係支出
土地支出
建物支出
構築物支出
建設仮勘定支出

設備関係支出
教育研究用機器備品支出
その他の機器備品支出
図書支出
車輛支出

資産運用支出
有価証券購入支出

（何）引当特定預金への繰入支出
収益事業元入金支出
第３号基本金引当資産支出

その他の支出
貸付金支払支出
手形債務支払支出
前期末未払金支払支出
預り金支払支出
前払金支払支出

【出所】学校法人会計基準「別表第１　資金収支計算書記載科目（第10条関係）」、及び「別表第２　消費収支計算
書記載科目（第19条関係）」から作成。
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科目
本年度（注４）

（平成○○年４月１日から
平成△△年３月31日まで）

前年度（注４）
（平成××年４月１日から
平成○○年３月31日まで）

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー
　学生生徒等納付金収入
　手数料収入
　寄付金収入
　補助金収入
　事業収入
　雑収入
　その他の事業活動収入
　人件費支出
　教育研究経費支出
　管理経費支出
　・・・・・
　・・・・・
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ　施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー
　特別寄付金収入（注1）
　施設設備補助金収入（注２）
　有形固定資産等の取得による支出
　有形固定資産等の売却による収入
　有価証券購入支出
　有価証券売却収入
　貸付金支払支出
　貸付金回収収入
　特定資産への繰入支出
　特定資産からの繰入収入
　収益事業元入金支出
　収益事業収入（注３）
　・・・・・
　　　　　　小計
　利息及び配当金の受取額
施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金収入
　短期借入金返済支出
　長期借入金収入
　長期借入金返済支出
　学校債収入
　学校債返済支出
　・・・・・
　　　　　　小計
　利息の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ　現金預金に係る換算差額
Ⅴ　現金預金の増加額（又は減少額）
Ⅵ　現金預金の期首残高
Ⅶ　現金預金の期末残高

表₆．キャッシュ・フロー計算書のひな型

　キ ャ ッ シ ュ ・フ ロ ー 計 算 書　
  （単位　円）
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こと、つまり資金収支とキャッシュ・フロー
という言葉が紛らわしいという意味の類似性
ならば、それは懸念されるところである。

₄．むすび

　本稿では、日本公認会計士協会が平成21年
４月14日に公表した学校法人会計基準に
キャッシュ・フロー計算書を導入するという
提言について、主に資金収支計算書との関係
から検討してきた。確かに、提言されている
ように資金収支計算書を学校法人が作成する
計算書類の体系から除外して、キャッシュ・
フロー計算書を導入すれば、資金収支計算書
と消費収支計算書との間にみられる重複感は
解消され、消費収支計算書とキャッシュ・フ
ロー計算書との間には重複感は感じられない。
また、資金収支計算書とキャッシュ・フロー
計算書の類似性を懸念する必要もなくなる。
　「提言」は、「資金収支計算書を計算書類の
体系から除外することで、これらの問題（重
複感と類似性…筆者追加）を解消するととも
に、それにより失われる情報を別途担保する
ことが適当である。具体的には、以下のとお
り手当することが必要である。①資金収支計
算書の提供する予算と決算の対比情報につい
ては、事業報告書において開示する。②計算
書類から資金収支計算書が廃止されることに
より失われる情報を計算書類上で担保するた
めに、キャッシュ・フロー計算書、消費収支

計算書及び貸借対照表では対応できない情報
について、固定資産明細表や借入金明細表の
注記を充実させる。③さらに、資金収支計算
書の内訳表である人件費支出内訳表について
は、消費収支計算書の内訳表（人件費内訳表）
として開示するとともに、注記により資金収
支計算書の内訳表としての人件費支出内訳表
と同様の情報を開示する。」（p.8.）と述べ、
資金収支計算書の提供する情報に一定の価値、
有用性を見出しており、資金収支計算書の廃
止により失われる情報を事業報告書や他の計
算書類上で担保するという。
　さらに、「提言」は「キャッシュ・フロー計
算書の有用性を考慮するとすべての学校法人
が作成することを期待するが、一律に作成を
義務付けた場合、学校法人によっては過度な
負担となる可能性がある。そのため、キャッ
シュ・フロー計算書の作成を義務付けるのは、
一定規模以上の学校法人とし、それ以外の学
校法人においては作成を省略できるよう手当
することが実務的である。」（p.8.）と述べ、
キャッシュ・フロー計算書の作成を義務付け
るのは一定規模以上の学校法人に限定すると
している。キャッシュ・フロー計算書の作成
が免除された学校法人が作成する計算書類の
体系については言及されていない。消費収支
計算書と貸借対照表のみで良いのか、それと
も、現行の体系なのか。
　日本公認会計士協会が公表する提言の影響

（注１） 施設等整備・投資活動について用途指定されていることが明確な寄付金のみを記載する。
（注２） 施設等整備・投資活動について用途指定されていることが明確な補助金のみを記載する。
（注３） 事業収入のうち収益事業会計からの繰入収入について記載する。
（注４） 趨勢を把握するために２期間の比較形式としている。また、本年度、前年度の並び順については、貸借対

照表との整合性をとっている。
【出所】 日本公認会計士協会「キャッシュ・フロー計算書導入に係る提言（学校法人委員会研究報告第13号）」（平

成21年４月14日）。
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書とを比べた場合、直観的に言えば、キャッシュ・

フロー計算書の方が、情報利用者にとってより理

解しやすいものになるとは思われる。なお、キャッ

シュ・フロー計算書に関する最新の理論的研究に

ついては、新田（2009）を参照されたい。
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力について、加藤（2009）は「筆者は、過去
の日本公認会計士協会が公表した提言の動向
をみると、近い将来、今回の提言内容に沿っ
た学校法人会計基準の見直しが行なわれるの
ではないかと考えます。」（p.24.）と述べて
いるように、学校法人会計へのキャッシュ・
フロー計算書導入も、「提言」の通り実施され
る可能性が高い。資金収支計算書を計算書類
の体系から除外するとしながら資金収支計算
書に含まれる情報を事業報告書やその他の計
算書類で担保しようとしていること、及び小
規模学校法人の作成する計算書類の体系が不
明確なことから、資金収支計算書を計算書類
の体系から除外して、キャッシュ・フロー計
算書を導入するというのではなく、現行の計
算書類の体系に付け加える形で、第４の計算
書類としてキャッシュ・フロー計算書を一定
規模以上の学校法人に導入するとした方が、
資金収支計算書との類似性は懸念されるが、
より混乱が少ないのではないか。

注
１  例えば、市田（2004）では、公益法人会計基準

や国立大学法人会計基準によるキャッシュ・フ

ロー計算書が議論されている。

２  資産売却差額とは反対に、資産の帳簿残高の方

が当該資産の売却収入金額を超える場合の超過額

は、資産処分差額として消費収支計算書の消費支

出の部に計上される。

３  ここで、退職給与引当金への繰入れを行なって

いない場合には、当該会計年度における退職金支

払額が退職金として計上され、資金収支計算書に

おける退職金支出と同額になる。

４  本稿では、提言されているキャッシュ・フロー

計算書の構造そのものについては問題にしていな

いが、資金収支計算書とキャッシュ・フロー計算


